
 

 

 

 

 

 

 

 

13.新型コロナウイルス感染症の影響を

踏まえた令和３年度の定員管理に係る

私立大学等経常費補助金の取扱に 

ついて（通知）  
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２文科高第４４３号 

令和２年８月１８日 

 

学校法人 理事長 殿 

 

 

              文部科学省高等教育局 

                    私学部長 白 間 竜一郎 

 

 

（印影印刷） 

 
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた令和３年度の定員管理に係る 
私立大学等経常費補助金の取扱について（通知） 

 
標記について、下記の通り実施することとしましたのでお知らせします。 

 
１．入学定員管理に係るこれまでの取組 
文部科学省及び日本私立学校振興・共済事業団では、教育条件の維持・向上及び

地方創生の観点から、これまで「平成２８年度以降の定員管理に係る私立大学等経

常費補助金の取扱について（通知）」を踏まえ、私立大学等経常費補助金（以下「補

助金」という。）が不交付となる入学定員超過率の基準について、平成２８年度から

平成３０年度までの３年間にわたって段階的に厳格化を図ってきたところである。 
また、「平成３１年度以降の定員管理に係る私立大学等経常費補助金の取扱につ

いて（通知）」を踏まえ、入学定員充足率が０．９倍以上１．０倍以下の場合には、

補助金の基準額を増額する措置を令和元年度より実施し、さらなる教育条件の向上

を促進してきたところである。 
 
２．令和３年度の入学定員管理に係る私立大学等経常費補助金の取扱について 
現状においては、新型コロナウイルス感染症の今後の影響の見通しが立たない状

況にあり、入学者選抜の実施にあたっても、各大学においては例年とは大きく異な

る環境の中で実施に向けた検討を進めているところと承知している。 
こうした状況の中で、とりわけ令和３年度大学入学者選抜における受験生の受験

機会の確保に向けて、文部科学省としては、国立、公立、私立の大学の設置者の別

を問わず全ての大学等に対して「令和３年度大学入学者選抜実施要項」（令和２年６

月 19 日付け２文科高第 281 号）において、個別学力検査での受験機会の確保とし

て追試験の設定や追加の受験料を徴収せずに、別日程への受験の振替（以下「追試

験等」（※）という。）を要請しているところである。 
（※）追試験等の受験対象者は、新型コロナウイルスの罹患や罹患が疑われるよう
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な場合など、各大学等の定めた規定に基づき、本来受験する予定であった日程

での受験が困難となり、追試験や別日程での受験をすることとなった者が受け

る試験を指す 
 
追試験等の設定により、受験生の志望動向や進学する大学の決定時期も変更され

る可能性があり、各大学等が想定している歩留まりにも影響を及ぼし、入学定員管

理が通常よりも困難となることが想定される。 
これらの状況を踏まえ、各大学等における追試験等の設定が促進され、受験生の

受験機会の確保が図られるよう、令和３年度の補助金が不交付となる入学定員超過

率の基準については、例外的な取扱を行うこととする。 
具体的には、令和３年度入学者のうち、各大学等が設定した追試験等に合格し入

学した者については、入学定員超過率の算定における入学者には含めないこととす

る。これらの入学者により補助金が不交付となる入学定員超過率の基準を超えた場

合であっても、不交付の扱いとはしないこととする。 
なお、今回の取扱いは、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、受験生の受

験機会の確保の観点から、例外的に実施するものであり、各大学等において適正な

定員管理を行うことにより、教育条件を維持・向上させることの重要性は変わるも

のではないこと、また、人材の需給状況等を踏まえた定員抑制が行われている分野

も存在することなども踏まえ、各大学等においては、入学定員管理の適正化の観点

を十分に踏まえた入学者選抜を行うことが重要である。 
また、今般の例外的な措置は、補助金が不交付となる入学定員超過率の基準につ

いてのみであり、収容定員超過率の基準（不交付となる収容定員超過率の取扱及び

収容定員に対する在籍学生数の割合に応じた増減の基準）については、適正な定員

管理の観点から従前と同様の取扱とすることとする。 
 
 
 
 
 
 本件連絡先 
  ＜定員管理に関する取扱いに関すること＞ 

文部科学省高等教育局私学部私学助成課  
TEL：０３－５２５３－４１１１（内線２０２８） 

日本私立学校振興・共済事業団助成部補助金課  
TEL：０３－３２３０－７２９７ 

＜入学者選抜に関すること＞ 
 文部科学省高等教育局大学振興課大学入試室入試第二係 
            TEL：０３－５２５３－４１１１（内線２４９５） 
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14.令和３年度大学入学者選抜における

オンラインによる選抜実施について 

（依頼）  
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令和３年度大学入学者選抜におけるオンラインによる選抜実施について 

令和３年度大学入学者選抜における総合型選抜及び学校推薦型選抜の実施に関す

る配慮事項について、今般、オンラインによる選抜実施にあたっての受験機会の

確保について懸念する声が寄せられたことから、改めてお示ししていますので、

関係各位におかれては、代替措置を講じるなど特段の配慮をお願いします。 

事 務 連 絡  

令和２年９月９日  

 

 

各 国 公 私 立 大 学 長 殿 

 

 

文部科学省高等教育局 

大学振興課大学入試室 

 

 

令和３年度大学入学者選抜におけるオンラインによる選抜実施について（依頼） 

 

 

 「高等学校等の臨時休業の実施等に配慮した令和３年度大学入学者選抜における総

合型選抜及び学校推薦型選抜の実施について（通知）」（令和２年５月 14 日付け２文

科高第 161号文部科学省高等教育局長通知）及び「令和３年度大学入学者選抜実施要

項」（令和２年６月 19日付け２文科高第 281号文部科学省高等教育局長通知）におい

て、別紙のとおり総合型選抜及び学校推薦型選抜の実施に関する配慮事項を整理して

おり、各大学においては、十分にご配慮いただいていることと思いますが、今般、一

部高等学校関係者から、オンラインによる選抜実施にあたっての受験機会の確保につ

いて、懸念する声が寄せられました。 

 

つきましては、引き続き上記５月 14日付け及び６月 19日付け高等教育局長通知を

踏まえた対応をお願いするとともに、例えば試験実施中に通信環境の不具合等が生じ

試験の継続ができない場合や、入学志願者において通信環境を整えることができない

場合等については、入学志願者と個別に連絡を取り、代替措置を講じるなど特段の配

慮をお願いします。 

 
（配慮の参考事例） 

 ・通信環境の不具合が生じ、試験続行が困難になった場合、当日の時間繰り下げや予備日

を設けて選考を行う 

 ・入学志願者において通信環境を整えることができない場合、大学でのオンライン受験も

可能とする 

 ・大学にサポートデスクなどの連絡窓口を設け、不測の事態に個別対応できるようにする 

 

 

 

 

 

 

【本件連絡先】 

 高等教育局大学振興課大学入試室入試第二係 

  TEL：03-5253-4111（内線：2495） 

  e-mail：gaknyusi@mext.go.jp 
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（別紙） 

 

○高等学校等の臨時休業の実施等に配慮した令和３年度大学入学者選抜における

総合型選抜及び学校推薦型選抜の実施について（通知）（抜粋） 

３ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に留意しつつ、上記１及び２を踏まえ、

例えば、 

・ICT を活用したオンラインによる個別面接やプレゼンテーション、大学の授

業へのオンライン参加とレポートの作成、実技動画の提出 

・小論文等や入学後の学修計画書、大学入学希望理由書等の提出 

を取り入れた多様な選抜方法の工夫が考えられること。 

なお、ICT の活用に当たっては、志願者による利用環境の差異や技術的な不具

合の発生等によって、特定の志願者が不利益を被ることのないよう、代替措置な

どの配慮を行うこと。 

 

 

○令和３年度大学入学者選抜実施要項（抜粋） 

  第 14 新型コロナウイルス感染症対策に伴う試験期日及び試験実施上の配慮等 

  １ 試験期日等 

  （5）中止・延期等となった大会や資格・検定試験等への対応 

   ② 特に、総合型選抜及び学校推薦型選抜においては、以下のような選抜の工

夫に配慮する。 

（イ） 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に留意しつつ、例えば、ICTを

活用したオンラインによる個別面接やプレゼンテーション、大学の授

業へのオンライン参加とレポートの作成、実技動画の提出、小論文等

や入学後の学修計画書、大学入学希望理由書等の提出などを取り入れ

た選抜を行う。 

 なお、ICTの活用に当たっては、入学志願者による利用環境の差異や技術

的な不具合の発生等によって、特定の入学志願者が不利益を被ることのない

よう、代替措置などの配慮を行うこととする。 

- 173-



 

 

 

 

 

 

 

 

15. 大学等を受験する目的での外国人

入学志願者の来日について 
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大学等を受験する目的での外国人入学志願者の来日について 

「【重要】国際的な人の往来の再開（１１月１日～）等について（11/2 メール発出）」より抜粋 

 

 （前略） 

 また、大学等を受験する目的での外国人入学志願者の来日については、１０月末からの取扱いとし

て、「レジデンストラック（短期商用査証）」による入国が可能となっております。 

（中略）各大学におかれましては、新規渡日予定等で海外に滞在中の外国人留学生等と密に連絡を取

っていただき、サポートが必要な学生等への対応についてご検討をお願いいたします。 

 

２．入学志願者の入国について 

大学等を受験する目的での外国人入学志願者の来日については、令和 2 年 10 月末から、「レジデンス

トラック（短期商用査証）」による入国が可能となっています。 

ただし、現在、海外からの入国者に関しては、14 日間の自宅（ホテル）等待機や公共交通機関不使用

等が要請されていることから、受験者にかかる負担軽減や新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点

から、外国人入学者志願者の選抜については、ICT を活用したオンラインによる試験の実施等の工夫によ

り、可能な限り渡航を伴わない形での実施をお願いします。 

 なお、あらゆる対応を検討しても尚、オンラインによる試験等の対応が困難な場合においては、受験者

の入国前 2週間の滞在国・地域に関わらず、次のような取扱いになりますので、新型コロナウイルス感染

症の拡大防止に十分留意し、適切に試験を実施するよう重ねてお願いします。 

 受験者が入国するためには、「受入企業・団体（個人は不可）による誓約書」の提出が求められます。

「受入企業・団体」は、法人であれば受験する大学等でなくとも認められますが、入学志願者が受入企

業・団体を確保できない場合は、大学等が受入企業・団体となることを検討するようお願いします。 

 また、受験者は、入国後 14日間の待機を要することから、確実に受験が可能となるよう、試験期日に

応じて適切な入国時期の周知に遺漏のないようお願いします。なお、試験当日の対応については、「令和

3 年度大学入学者選抜に係る新型コロナウイルス感染症に対応した試験実施のガイドライン」（令和 2 年

10 月 29 日改定）（https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/senbatsu/20201030-mxt_kouhou02_1.pdf）に

基づく取組を行ってください。 

 

＜参考：関連リンク集＞ 

○ 厚生労働省 HP「水際対策の抜本的強化に関する Q&A」

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_0000

1.html） 

○ 外務省海外安全ホームページ（https://www.anzen.mofa.go.jp/） 

○ 基準を満たすハイヤー会社またはハイヤーを調達できる旅行会社の紹介；

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00020.html  

○ 成田空港周辺宿泊施設：https://www.nrtk.jp/stay/accommodation/index.html  

○ 羽田空港周辺宿泊施設：https://tokyo-haneda.com/service/facilities/hotel/area.html  

○ 中部国際空港周辺宿泊施設：https://www.centrair.jp/service/hotel.html  
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【担当連絡先】 

（本邦入国時の空港での入国審査に関するお問合わせ） 

 法務省出入国在留管理庁 出入国管理部 審判課 

 電話：03-3580-4111（内線 4446・4447） 

（本邦入国のための査証関連の手続きに関するお問合わせ） 

○ 外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション（ビザ申請に関する相談） 

電話：0570-011000（ナビダイヤル。一部の IP 電話からは、03-5363-3013） 

○ 訪日外国人査証ホットラインサービス（海外におけるビザ申請に関する相談） 

⇒こちら：https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100103507.pdf  

※個別の国・地域に関する御相談はこちら↓↓ 

 外務省 南部アジア部 南東アジア第一課（タイ、ベトナム、カンボジア、ラオス及びミャンマー） 

 電話：03-3580-3311（内線 5548） 

 外務省 南部アジア部 南東アジア第二課（シンガポール及びマレーシア） 

 電話：03-3580-3311（内線 5845） 

 外務省 アジア大洋州局 中国・モンゴル第一課（台湾） 

  電話：03-3580-3311（内線 3902） 

 外務省 アジア大洋州局 北東アジア第一課（韓国） 

  電話：03-3580-3311（内線 4612） 

（各種防疫措置（14 日間待機、公共交通機関不使用、接触アプリ、地図アプリを通じた位置情報の保

存）や民間の医療保険の加入に関するお問合わせ） 

 厚生労働省の電話相談窓口 

 電話：0120-565653 

※ 上記以外の各種防疫措置（健康フォローアップ、空港検疫における検査等）に関するお問合わせ

は、下記の連絡先にご連絡ください。 

 厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全企画課 検疫所業務管理室 

  電話：03-5253-1111（内線 2468） 

（航空便についてのお問合せ） 

 国土交通省 航空局 危機管理室 

 電話：03-5253-8700 

（「令和 3年度大学入学者選抜に係る新型コロナウイルス感染症に対応した試験実施のガイドライン」

の運用に関する対応について） 

 文部科学省高等教育局大学振興課大学入試室入試第二係 

 代表：03-5253-4111（内線：2495） 

（その他、日本人学生の海外留学・外国人留学生に関する対応について） 

文部科学省高等教育局学生・留学生課留学生交流室政策調査係 

代表：03-5253-4111（内線：3360、3433） 
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16.大学入学者選抜における出題・合否

判定ミス等の防止について（通知） 
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●文部科学省より、毎年度12月上旬頃に、大学入学者選抜における出題・合否判定ミス等の

防止について、各大学に通知している。

入学者選抜におけるミスについて

【概要】

・ 毎年、大学入試において、出題・合否判定ミス、募集要項の作成段階でのミス、追加合格手続

きにおけるミス等が発生していることを踏まえ、

① 出題・合否判定ミス等がないよう留意して実施すること

② ミスが生じた場合は、受験生等への情報提供を含め必要な対応や文部科学省大学入試室

に対する第一報を行うとともに、速やかに報告書を提出すること

③ 近年の事例を参考に、作題や試験実施の参考とすること

●入学者選抜におけるミスの件数は増加傾向。

平成19年度 142大学 232件 ⇒ 平成31年度 207大学 421件（65大学増、189件増）

各大学において、ミスの防止に向けた対応を行う必要

入学者選抜におけるミスの防止に係る新たなルールの概要

平成３１年度大学入学者選抜実施要項（高等教育局長通知）において、以下の
事項を新たに規定。

① 入試情報の取り扱い

・ 試験問題、解答は原則として公表（平成30年度 972大学/1032大学・短期大学公表）
・ ただし、一義的な解答が示せない記述式の問題等については、出題の意図又は
複数若しくは標準的な解答例を公表

② 体制の強化

・ 学長のリーダーシップの下、入試担当の理事、副学長等が入試業務全体を統括す
るなど、入学者選抜全体のガバナンス体制を構築

③ 点検の複数回化

・ 問題作成時の点検だけではなく、試験実施中や試験実施後においても点検
・ チェック体制自体も不断に点検

④ 外部から指摘があった場合の対応

・ 外部から入学者選抜におけるミスに係る指摘等があった場合には、速やかに作題
者以外の者も含めて組織的な対応で検証- 178-



＜事例＞
試験終了直前に受験生から問題に対する質疑があり、試験実施本部で検討の結果、
補足説明を行うとともに試験時間を全員10分延長することとした。
しかし、一部の試験室では伝達が間に合わず時間延長が行われなかった。

本事例は、試験実施本部から試験室への伝達に想定以上の時間がかかった

緊急時対応についての事前の想定が不十分さが原因。
「試験実施本部からの伝達にかかる所要時間」、

「緊急時に必要な体制の検討」
などといった点についても、充分な想定が必要。

教員、事務職員等関係者が一体となり、緊急時の対応における迅速性及び公平性の確

保を含めた円滑な試験実施・伝達体制の確立に努めること。

入学者選抜におけるミスについて 事例①

＜事例＞
１．「ｈ２」とすべきところ「ｈ」と誤記してしまったなど数式・記号の誤り。
２．「池田勇人」を「池田隼人」と誤記してしまったなど漢字の誤り。
３．漢字の読みを問う問題で「雑言」について「ぞうげん」という読みを誤りとしていたが、
辞書等によればその読み方も誤りとは言えなかった。

４．誤りとしていた選択肢が、最新の研究では誤りとは言えなかった。
５．１００点満点としていたが、素点を合計すると合計が９５点しかなかった。 など

本事例のような誤記、正答の不存在／複数存在はミス報告の中で最多。

ほとんどが点検の不十分さに起因。
試験実施後・合否発表後のミス発覚も多い。

試験問題の点検については、試験実施直前に点検するだけでなく、試験開始後にお
いても速やかに、作題者以外の者も含めて、二重三重に点検を行うこと等により、ミ
スの防止及び早期発見に努めること。なお、問題の文面だけでなく、問題の内容について
も解答が導き出せるか確認すること。特に外部からの指摘等によりミスの可能性
が判明した場合には、組織的な体制で検証を行うこと。

入学者選抜におけるミスについて 事例②
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＜事例＞
１．別の日程の問題用紙を誤って配付した。
２．回収した解答用紙の枚数が不足していた。
３．面接担当教員が面接試験開始時刻を勘違いしており、試験開始時刻に遅刻した。
４．ホームページで合格発表する際、設定を誤り、正規の時間前に公表した。
５．合否通知を誤った住所に発送した。
６.  採点の際、小問の合計得点の計算を誤った。

本事例は、責任者の指示不足や事務の確認不足などが背景にあるが

実施体制の不十分さが原因。
教員と事務職員が連携し相互に補完するような体制をとることが重要。

・入学者選抜業務のプロセス全体を把握した上で、ミスを防止するためのガイドラインを
作成すること等により、業務全体のチェック体制を確立すること。また、入学者選抜に関
わる者の責務を明確にし、責任をもって業務を行うよう注意を喚起すること。
・各担当の業務は必ず複数人で行い、相互に確認する体制を確立すること。

入学者選抜におけるミスについて 事例③
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17.大学入学者選抜の公正確保等に 

向けた方策について（最終報告） 
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18.入試問題における著作物の取り扱い

について  
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平成 28 年 12 月 

 

 

 

入試問題における著作物の取り扱いについて 

 

 

入試問題においては、数多くの著作物が使用されています。著作権法では、

入試問題に必要と認められる限度で、権利者の許諾を得ずに著作物を利用す

ることができますが、その出所を明示する慣行があるときは、出所を明示し

なければならないとされています（著作権法第 36 条、第 48 条第 1 項第 3 号）。 

 

また、入試に出題された問題を受験者等の参考とするために公表する場合

には、権利者の許諾が必要ですが、その前提として、出所が明らかである必

要があります。 

 

なお、大学が教材会社等に対し、自らの作成した入試問題の使用許諾を与

える場合には、問題中に掲載されている著作物の権利者の許諾が必要である

点に注意する旨を伝えるなど、当該教材会社等に適切な著作権処理の実施を

促していただきますようお願いいたします。 

 

入試問題における著作物の使用にあたっては、著作権の適切な取り扱いに

ついて、引き続き御留意・御協力いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

 

【本件照会先】 

（入試一般について） 

文部科学省高等教育局大学振興課大学入試室 

TEL 03-5253-4111（内線 2495） 

FAX 03-6734-3392 

e-mail：gaknyusi@mext.go.jp 

（著作権法の解釈について） 

文化庁長官官房著作権課著作物流通推進室 

TEL 03-5253-4111（内線 2847） 

FAX 03-6734-3813 

e-mail：ckanri@bunka.go.jp 
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19.情報学的アプローチによる「情報科」

大学入学者選抜における評価手法の 

研究開発  
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20.大学入学資格関係告示の一部改正に

ついて  

 

 

 

 

 

- 194-



趣 旨

１．改正の内容 （図は本改正に関係する大学入学資格の要件を示したもの）

公布の日（平成31年１月31日）

２．施行期日

我が国として留学生や帰国子女等を積極的に受け入れ，大学の国際化を推進していく観
点から，大学への入学資格に関して，原則として外国における12年の課程を修了した場合
に入学資格を認めるという「課程年数主義」の原則は維持しつつ，高校相当として指定した
12年制の外国人学校を修了した者等について，「18歳に達したもの」とする年齢要件を撤
廃する等，所要の告示改正を行う。

概要

大学入学資格関係告示の一部改正（概要）

外国における高校に対応する
学校の課程の修了

※12年未満の課程を想定

文科大臣が指定する我が国の大学に
入学するための準備教育課程等の修了

外国において、高等学校に対応
する学校の課程で文科大臣が
別に指定するものを修了した者
※飛び級・早期卒業した者を含む

※指定の基準（H28告示75号）

※個別指定（H28告示177号）

18歳
以上

我が国において、高校に対応する外国の学校の課程と同等の課程を有するものと
して当該外国の学校教育制度において位置づけられた教育施設（いわゆるイン
ターナショナルスクール）の当該課程の修了
（12年未満の課程の場合、加えて準備教育課程の修了が必要）

18歳
以上

撤廃

国際的な大学入学資格（国際バカロレア資格（国際バカロレア事務局）、アビトゥア資格（ドイ
ツ）、バカロレア資格（フランス）又はGCEA資格（英国））を有する者

国際的な評価団体（WASC、ACSI又はCIS）から教育活動等に係る認定を受けた
教育施設に置かれる１２年の課程の修了

追加指定

①外国において学校教育における十二年の課程を修了した者に準ずる者を指定する件
（昭和56年文部省告示第153号）の一部改正 【年齢要件の撤廃】

撤廃

②高等学校に対応する外国の学校課程のうち当該課程を修了した者が大学入学に関し高等学校を卒業し
た者と同等以上の学力があると認められるものを指定する件（平成28年文部科学省告示第177号）の一部改正

【５か国（ウズベキスタン、スーダン、ベラルーシ、ペルー、ロシア）の課程を追加指定】

③大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者を指定する件（昭和23年文
部省告示第47号）の一部改正 【年齢要件の撤廃】

18歳
以上

撤廃

④高等学校に文部科学大臣が定める年数以上在学した者に準ずる者を指定する件（平成13年文部科学省告示第
167号）の一部改正 【③の改正に伴う関連規定の削除】
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大学入学資格とは、日本の大学・大学院へ
入学するために求められる法令上の要件を指
します。大学入学資格は、昭和22年に学校
教育法が制定された当初から規定されており、
時代の要請に応じてその対象範囲を拡大させ
てきました。
しかし、その一方で、要件が多岐に及んだ

ことにより、進学を希望されている方のみな
らず、各大学の入学事務担当においても、入
学資格の有無の判断に迷うケースが増えてい
ると思われます。

平成31年1月に大学入学資格の一部が改正
され、年齢要件の一部が撤廃されるとともに、
修了者に大学入学資格が認められる外国の課
程が追加で指定されました。これを一つの契
機として、文部科学省においては、この度、
入学資格の内容、Q&A、参考資料等につい
てまとめた冊子を作成しました。
入学志願者の入学資格の有無の判断は、各

大学が法令に基づき適切に判断すべきもので
すので、各大学におかれては、本冊子を募集
要項の作成や入学資格の有無を判断する等の
場合に活用していただけると幸いです。

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/index.htm

【 問い合わせ先 】

文部科学省高等教育局 大学振興課 法規係
TEL: 03-5253-4111（内線3338）
E-mail: daigakuc@mext.go.jp

文科省 大学入学資格 検索

大学入学資格ガイドは文部科学省HP
からご覧いただけます。
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21.日本の大学入学審査における

Cambridge International AS&A Level

の活用促進について  
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１．Cambridge International AS & A Level について

英国・ケンブリッジ大学グループである Cambridge International 
Examinations （CIE）が、1951年から実施している国際的な教育プログラ
ムと資格試験。このうち、AS & A Level は、高校における最後の2年で受

講する科目別の資格試験として、様々な国や地域の生徒に対して幅広
い科目が提供されており、アジア、米州、アフリカなど世界125ヶ国、17
万5千人が毎年受講している。日本においては、近年、受講者に大学入
学資格が認められた（５．において後述）。

２．Cambridge International AS & A Level のプログラム

CIEは、AS & A Level において9科目グループ50科目を提供。 AS Level 
は1 年間、A Level は2 年間のプログラムであり、修了後に資格試験を実
施。生徒は通常、AS Level 4科目、A Level 3 科目を受講。

３．Cambridge International AS & A Level の評価

AS Level の成績は、a （最高）から e （修了の最低条件）の５段階。
A Level の成績は、A*（最高）から E （修了の最低条件）の６段階。
パーセンテージ・ユニフォーム・マーク（PUM）は、各科目別のグレードの
詳細を示す数値で、対応表は以下のとおり。

日本の大学入学審査におけるCambridge 
International AS & A Levelの活用推進について
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４．AS & A Level と国際バカロレア（ＩＢ）の成績

AS & A Level と国際バカロレア（ＩＢ）の成績相関図は以下のとおり。

５．日本におけるCambridge International AS & A Level の取組

2016年3月31日、学校教育法施行規則の一部を改正する省令等によ
り、 Cambridge International AS & A Level を修了した18歳の生徒は日本
の大学入学資格が認められた。（ AS Level のみの修了者を除く。）

６．AS & A Level を活用した大学入試の例

香港大学： A Level 3科目or A Level 2科目+ AS Level 2科目（E以上）

IB A-Level 偏差値

43-45 A'A'A' 70
42 A'A'A 68
40-41 A'AA 64
38-39 AAA 61
37 AAB 59
36 ABB 58
34-35 BBB 54
31-33 CCC以上 50
28-30 DDD以上 45
26-27 EEE以上 42
24-25 EE 40

ボストン大学： A Level 4科目+ AS Level 4科目（C以上）

オックスフォード大学： A Level 3科目（A以上）、詳細は以下のとおり。

学科 A Level 成績 科目の要件

生命科学 A*AA 数学or化学

医学 A*AA 化学/生物or物理or数学

人間科学 AAA 生物or数学

歴史と史学 AAA 歴史

※ 偏差値は人数比から正規分布表より世界で生きる教育推進支援財団が独自に試算した数字であり参考値

※ 国際バカロレア（ＩＢ）は６科目＋コア科目の合計値、A-Levelは３科目の成績を人数比で対比
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